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障害者虐待防止について

1

神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部



神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部

2

目次
Agenda

障害者虐待防止法

神戸市の虐待認定の状況

虐待防止の取り組み

障害者虐待防止対策の強化について

0 1

0 2

0 3

0 4



障害者虐待防止法の概要

第１条 目的

障害者に対して、障害者の尊厳を害する虐待を防止等に関する国等の責務、虐待を受けた
障害者の保護、自立の支援、さらに養護者に対する支援のための措置を定めることにより、
障害者の権利利益を擁護する。

⇒虐待を行った者・施設を罰する目的ではない

障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成24年10月1日施行）
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第２条第１項 障害者の定義

• 身体障害者

• 知的障害者

• 精神障害者

• その他、心身の障害や社会的障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人

※障害者手帳の取得の有無は問わない
※18歳未満のものも含まれる



※障害者支援法等に規定する障害者福祉施設又は障害福祉サービス事業に従事する者、

児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業に従事する者による虐待

第３条 障害者に対する虐待の禁止

• 何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。
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第２条第２項 障害者の定義

• 養護者による障害者虐待

• 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待※

• 使用者による障害者虐待

第１５条 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のための措置

• 障害者福祉施設従事者等の研修の実施

• 苦情の処理体制の整備

• その他、障害者虐待の防止等のための措置
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＝障害者虐待に関する主な事件（市内）＝

① 身体的虐待：殺人罪、傷害罪、暴行罪、逮捕監禁罪

② 性 的 虐待 ：不同意わいせつ罪、不同意性交等罪

③ 心理的虐待：脅迫罪、強要罪、名誉毀損罪、侮辱罪

④ ネグレクト：保護責任者遺棄罪

⑤ 経済的虐待：窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪

◆神戸市北区の放課後等デイサービス事業所での暴行（令和２年）【施設内虐待】

令和２年９月７日、放課後等デイサービス事業所の管理者および従業者が、利用児童の頬を叩くなどの暴行容疑で
逮捕。暴行罪に問われた施設長は、懲役１年、執行猶予３年（求刑懲役１年）判決

◆神戸市中央区の放課後等デイサービス事業所でのわいせつ（令和４年）【施設内虐待】

令和４年５月16日、放課後等デイサービス事業所の従業者が、利用女児の体を触るなどのわいせつな行為を行い、
強制わいせつ罪で逮捕。懲役３年、執行猶予５年判決

虐待行為に対する刑事罰



◆カリタスの家事件（平成16年発覚）【施設内虐待】

福岡県にある知的障害者更生施設で、職員により、袋に入れてたたく、とうがらしを目にすり込む、
熱湯を口に流し込むなどの様々な虐待が行われた。

◆千葉県立の障害者支援施設での死亡事故（平成25年11月）【施設内虐待】

施設の利用者が職員の暴行を受けた後、病院に救急搬送され死亡する事件があった。これを受け、
県が調査を行った結果、15人の職員が23人の利用者に対して虐待を行っていたことが判明した。

◆神奈川県立障害者支援施設での虐待（令和６年）【施設内虐待】

複数の入所者に対して、複数の職員が令和４年度までの約８年間に暴力をふるう、自慰行為を強要
するなどの行為を繰り返し行っていたことが、第三者委員会の調査により判明した。

🔷岐阜県立障害者支援施設での虐待（令和７年）【施設内虐待】

複数の入所者に対して、職員14人が令和６年７月から10月にかけて、食事をこぼすなどした利用者
の顔や頭を叩いたり、服薬時に足を蹴るなど18人の利用者に、合わせて40件の暴力行為をしていた。
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虐待通報窓口

虐 待 者 通 報 窓 口

障害者支援施設等の従事者
神戸市障害者虐待防止センター

☎ 078-731-0101

ＦＡＸ 078-731-0801

[ 2 4時間36 5日対応]

障害者を雇用する事業主（使用者）

保護者（養護者）

18歳以上の障害者に
対する虐待の場合

18歳未満の障害児に
対する虐待の場合

神戸市こども家庭センター

☎ 078-599-7300 

［平日８時４５分から１７時３０分まで］

児童相談所虐待対応ダイヤル 全国共通・無料

☎ １８９（いち・はやく）

各区役所こども家庭支援室

神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部
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障害者
虐待

国 兵庫県 神戸市

通報 判断 通報 判断 通報 判断

R3 3,208 699 145 31 48 7

R４ 4,104 956 174 43 48 ８

R５ 5,618 1,194 251 59 44 21

R6 5,870 1,267 229 48 29 13

＜通報件数・認定件数の推移＞ ＜R６年度神戸市虐待判断内訳＞
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障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況 神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部

身体

39%

心理

46%

性的

0%

ネグレクト

15%

経済

0%
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速やかに市町村に通報する１

市町村・都道府県による事実確認への協力２

虐待を受けた障害者や家族への対応３

 市町村に通報することなく施設等の中だけで事実確認を進
め、事態を収束させてしまうことは通報義務違反にあたりま
す。

 通報した上で行政と連携して対応してください。

通報等をしたこと
を理由に従業者等
に解雇その他不利
益な取り扱いをし
ないこと！

通報者の保護

 虐待を受けた利用者の安全確保を最優先し、利用者が安心できる環境を確保する。

 事実確認をしっかりと行った上で、虐待を受けた障害者やその家族に対し、謝罪も含
めて誠意ある対応を行ってください。

 事案内容により、役員同席のうえ、家族会を開催し、信頼回復に努めてください。

行政からの指導に従い、速やかに事実確認を行ってください。
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原因の分析と再発防止４

個別支援計画の見直し５

虐待をした職員や役員の処分等６

 虐待が起きてしまった原因を明らかにし、どうしたら防ぐことができたのか分析する

 分析には虐待防止委員会、第三者的立場の有識者による検証委員会を活用

 行政の改善指導等に従い、今後の再発防止に向けて、改善に取り組む

 利用者の意思と人格を尊重し、家族、担当職員等と事実を共有、分析して個別支援計画
を策定

 行政職員による改善指導や有識者による指導・助言を受けることで虐待の再発を防ぎ、
適切な支援を行う

 労働関係法規及び法人の就業規則等に基づき、法人として責任の所在に応じた処分

 処分を受けた者への虐待防止等に関する研修、再発防止対策



支援の提供
各利用者の障害特性と日々の状態を十分に把握し、それぞれの特性等を
踏まえた適切な支援に努める

支援に注意を払う
同性による介護を促進するとともに、居室等、従業者と利用者が１対１
になりやすい環境での支援には 十分な注意を払う

従業者への周知
障害福祉施設等での虐待を発見した時には、従業者に通報義務があるこ
とを周知徹底する

職場環境の整備
• 従業者が支援に関する悩みを相談できる体制を整備する

• 従業者同士がコミュニケーションを図りやすい環境を整備する

研修の受講

• 兵庫県・神戸市や各種団体が実施する障害者虐待防止研修などへ積極的
に従業者を参加させる

• すべての従業者を対象に人権擁護・虐待防止研修を年1回以上実施する

法人役員や管理者などが障害者虐待に関する正しい理解と認識を持ち、
組織として虐待防止のための以下のような取組みを進めることが重要です。
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障害者虐待の防止・権利擁護

虐待防止措置

身体拘束の適正化

施設・事業所における障害者虐待防止の取組を徹底するため、障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等について、

虐待防止措置未実施減算（所定単位数の１％を減算）を創設。

○ 身体拘束等の適正化の徹底を図るため、施設・居住系サービスについて、身体拘束廃止未実施減算の減算額を５単位

から所定単位数の１０％に引き上げ。訪問・通所系サービスについて、減算額を５単位から所定単位数の１％に見直す。

（※） 施設・居住系：障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービス含む）、療養介護、障害児入所施設、

共同生活援助、宿泊型自立訓練
訪問・通所系：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、重度障碍者等包括支援、生活介護、短期入所、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く）

就労洗濯支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービスを除く）

(（参考）障害者虐待防止措置
① 虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

((参考）身体拘束適正化措置
① やむを得ず身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること
② 身体拘束適正化委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること
④ 従業者に対し、身体拘束適正化のための研修を定期的に実施すること。
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虐待防止チェックリスト
「障害福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(令和６年７月)」のＰ45「参考資料」に掲載
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💡考えられる研修
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神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部人権意識、知識や技術向上のための研修

人権意識を高める 管理職を含めた職員全体を対象にした虐待防止や人権意識を高めるための研修

職場の環境づくり 職員のメンタルヘルスや風通しのよい職場作りのための研修

支援の質の向上 障害特性を理解し適切に支援が出来るような知識と技術を獲得するための研修

個別支援計画の
内容を強化

個別支援計画の内容を充実強化するための研修（事例検討）

研修を実施する上での留意点

• 支援員に限らず、調理員や運転手、事務職員等の関係者に対しても研修を実施

• 職場内研修（OJT）と職場外研修（Off JT）の適切な組み合わせによる実施

• 年間研修計画の作成と見直しを虐待防止委員会で定期的に行い、研修の実施内容を検証し、評価を行う
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神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部やむを得ず身体拘束を行うときの手続き

組織による決定
個別支援計画への

記載
本人・家族への
十分な説明

記録の作成

個別支援会議等で組織として
身体拘束を行うか否か検討

身体拘束の態様と時間、
緊急やむを得ない理由
（３要件）、身体拘束解
消の方針を記載

本人や家族に十分説明をし、
了解を得ることが必要

以下の必要な事項を記録
・身体拘束の態様と時間
・その際の利用者の心身の状況
・緊急やむを得ない理由など
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〇障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取り組み事例集(令和４年３月)
https://www.mhlw.go.jp/content/000984210.pdf

〇障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（厚労省 令和6年7月）
https://www.mhlw.go.jp/content/001282170.pdf

〇【別冊】職場内虐待防止研修用冊子（厚労省）
https://www.mhlw.go.jp/content/000686501.pdf

○虐待防止研修の進め方ハンドブック（神戸市）
https://www.city.kobe.lg.jp/a38463/kenko/fukushi/carenet/koreshagyakutai/gyakutaibousihou

 管理者や虐待研修担当者による、利用者・入所者への虐待や不適切なケア防止のための職場内研修の進め
方を紹介しています。施設や事業所の職員向け虐待防止研修を実施する際にご活用ください

○「ホウデイノトリセツ」（神戸市）（令和5年9月出版）
 運営の基準や注意点等を分かりやすく解説した書籍「ホウデイノトリセツ」を出版しました
 神戸市HPでは「運営フォローアップ」として掲載しています

https://www.city.kobe.lg.jp/z/fukushi/shougaijshienn.html

 虐待防止や身体拘束適正化についても解説していますので、 法人内に対象事業所があれば、ぜひご活用ください
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